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20 一般事項
01 適用

01 共通仕様書
　当該工事は、『下水道土木工事必携（案）（公益社団法人日本下水道協会）』（以下、「土木工事必携」という。）及び『北海道建設部土木工事共通仕様書』
（以下、「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。

02 土木工事積算基準等
１　当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。
（１）下水道工事
　　「土木工事積算要領（下水道編）」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
（２）一般土木工事
　　「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」

２　「土木工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。
（１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算している。
（２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。
（３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等がこれにより難い場合には、必要に応じて設計変更する。

３　「下水道工事工種体系化の手引き」及び「土木工事工種体系化の手引き」において定めている事項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件
　等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。

４　当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。
（１）下水道工事
　　「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
（２）一般土木工事
　　「土木工事数量算出要領」
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03 概数
１　「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては、施工後でなければ数量の確認ができない場合を除き、
　現地調査終了後速やかに工事監督員と協議し、数量の確定を行い着手すること。

２　概数の確定により数量の変更が生じた場合には、設計変更により処理する。なお、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意する
　こと。

３　「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新たに必要となる項目に
　ついても概数として扱う場合がある。

４　当該工事において、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。

04 非契約数量
　工事数量総括表の単位及び数量が（　）で表記されている数量（摘要を含む）は、契約事項とならない数量である。ただし、契約数量に連動して概数の確定
や現場条件変更等が生じた場合には、必要に応じて設計変更する。

05 参考図
　参考図と朱書きして示した図面は、発注者が想定した工法・材料等を記したものであり、これに示されている事項を指定するものではない。

12 図面の電子媒体による納品
　当該工事の成果品のうち出来形図については、施設台帳の整理、用地管理者への届出等に使用するため、通常の納品に加え電子媒体による提出も行うこと。
ファイルのフォーマット、提出方法については工事監督員と協議し決定すること。

24 施工に係る要点箇所の事前測量
　当該工事の施工に当たり、次の箇所の基準高さをあらかじめ測量し、工事監督員に報告すること。なお、確認後には必要に応じて設計変更する。
（１）既設公共汚水桝、既設宅内桝の位置並びに天端高さ



21 工程関係
02 工期設定

01 工期設定について
　工期：2026年7月8日から2026年10月20日まで
　工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。
　　①準備期間　　：３０日間
　　②後片付け期間：２０日間
　　③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数　実働日数×係数）：１．７

03 他工事の影響

04 別途工事による制約
　当該工事に近接ないしは競合して次の工事が施工されるので、相互の連絡・調整等を密にして施工すること。なお、連絡及び調整事項の内容を工事監督員に
報告すること。

　
04 施工の制限内容

01 時間的制約を求められた場合の報告
　当該工事の施工に当たり、関係機関等から通勤・通学の時間帯や周辺地域の状況により、時間的制約等を求められた場合には、工事監督員に報告すること。

05 近接施設の制限

04 他の占用者との立会い
　当該工事の施工区間において次の既設占用物件が埋設されている。施工に先立ち、各管理者との立会いにより埋設位置を確認すること。

事業者名 他工事名称
① 留萌建設管理部 見晴通り道路改良工事

② 全区間  通信ケーブル  ＮＴＴ東日本

測点 既設占用物 物件管理者
① 全区間  水道管  留萌市水道事業



15 月単位の週休２日工事

01 月単位の週休２日工事の実施について
１　本工事は、月単位の「週休２日設定工事」の対象工事である。
２　受注者が月単位の週休２日の施工を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して月単位の週休２日に取り組む旨の協議を行い、協議が整った場合に
　月単位の週休２日での施工を行う工事である。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても通期の週休２日による施工に努めること。
３　月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、土日・祝日に関わらず、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状況をいう。
　　対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時
　中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は対象期間に含ま
　ない。工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して
　現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。
４　現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外
　の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。
５　月単位の週休２日とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下 「現場閉所率」）が、28.5％（８日/28日）以上の水準に達する状態をいう。
　ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では 28.5 に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行っている場合に、28.5％以上を達成し
　ているものとみなす。通期の週休２日とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5％の水準の状態をいう。
６　週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受注者は、その趣旨
　に沿った休日の取得に努めるものとする。
７　週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。
（１） 受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
（２） 受注者は、実施結果を 発注者へ報告する。
８　週休２日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合は、受注者は協力するものとする。
９　その他の事項については、留萌市が定める週休２日工事に関する実施要領によるものとする。

16 段階確認

01 段階確認
　段階確認は土木工事共通仕様書の1-1-1-23の6によるもののほか、次の［別表２］に基づいて行うこととする。

［別表２］
対象 種別 細別 確認時期 確認項目の目安

○  凍上抑制層 施工完了時  厚さ
○  舗装復旧工  下層路盤 施工完了時  厚さ



23 公害関係
01 公害防止の指定内容

11 排出ガス対策型建設機械の使用
　当該工事は排出ガス対策型建設機械を使用することとしているが、使用できない場合は設計変更の対象とする。

04 事業損失の調査等

01 地盤高の測定
　当該工事では特に地盤高の測定を行う予定はないが、次に該当する箇所は測定の要否を工事監督員と協議すること。また、測定が必要な場合の実施頻度、測
定方法も協議による。
（１）　建物等の近傍等、掘削による影響の有無を確認する必要がある箇所。



24 安全対策関係
01 交通安全施設の指定

01 交通安全管理の仕様
　交通安全管理については、設計図等に基づくものとする。なお、地域住民・警察との協議、関連工事との調整等により変更の必要が生じた場合には、工事
監督員と協議すること。

04 交通処理計画の提出
　当該工事は片側交互通行規制を行い施工することとし、交通処理は別途計画図及び次によること。
１　着手前に現地状況等を確認のうえ、交通処理計画を作成し工事監督員と協議すること。
２　片側交互通行規制区間は、前後に交通誘導警備員を各１名配置すること。
３　片側交互通行規制区間は、一般車両の通行帯として４ｍ以上の幅員を確保すること。
４　交通管理者への許可申請等において、交通処理計画の変更を求められた場合には、工事監督員に報告すること。

06 バリケード等の設置、誘導警備員の配置
　当該工事箇所の近隣には、幼稚園及び小学校があるため、児童が工事区域内へ侵入しないようバリケード・保安灯を設置し、更に工事車両の出入り口には、
交通誘導警備員を配置すること。

03 交通誘導警備員、警戒船、発破作業等の制約

04 交通誘導警備員の資格及び配置
　当該工事は、市街地及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現場であるため、交通誘導警備員は警備業法による警備
員とすること。なお、警備員は延３０人を予定しているが、警察等の協議により変更が生じた場合には、工事監督員と協議すること。



27 建設副産物・廃棄物関係
02 再生資材等の利用

01 再生アスファルト混合物の使用
　当該工事における再生アスファルト混合物の使用については、次のとおりとする。
１　再生細粒度アスファルト混合物：車道部表層
２　再生粗粒度アスファルト混合物：車道部基層
３　再生アスファルト安定処理　　：車道部上層路盤

02 コンクリート再生骨材について
１　コンクリート再生骨材を路盤用材料等に使用する場合の品質確保については、土木工事共通仕様書による。
２　コンクリート再生骨材の品質管理は、製造者の試験成績結果によることができる。
　　確認の頻度は、製造施設毎に年１回以上とする。ただし、品質に変動が見受けられる場合は、確認の頻度を増やすなど考慮すること。なお、品質につい
　ては、事前に確認すること。
３　コンクリート再生骨材を路盤等に使用する場合は、基本的に１００％で使用するものとする。

03 コンクリート再生骨材の使用（再生骨材単価が、再資源化施設渡し単価で設定されている地域）
　当該工事におけるコンクリート再生骨材の使用については、次のとおりとする。
１　コンクリート再生骨材：0～40㎜級（舗装復旧における下層路盤）63m3
２　コンクリート再生骨材：0～80㎜級（凍上抑制層）63m3

　また、再資源化施設は留萌建設管理部管内（積算上、運搬費も含めて一番安価な処理施設を想定）を予定しているが、施工時期
が確定した時点で、再資源化施設に供給量の確認を行い、施工協議簿に別途配布の「再生骨材の出荷確認について」の写しを添付し、工事監督員に報告する
こと。



04 副産物・廃棄物の処理条件

02 特定建設資材廃棄物の処理条件
　分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルト・コンクリート塊）は、次のとおり再資源化等を実施するこ
ととするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。また、処分場所については積
算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変
更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な
資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

１　アスファルト塊
（１）処分場所 ：留萌建設管理部管内（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）
（２）運搬距離 ：片道運搬距離4.6㎞
（３）処理方法 ：再資源化
（４）受入条件 ：粒径  ３０㎝以下

02 建設副産物の処理条件
　当該工事の施工により発生する建設副産物の処理については、次のとおりとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設副産物に
おける適正処理計画について記載すること。また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の提示す
る処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでな
い事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

３　建設汚泥
（１）処分場所 ：留萌建設管理部管内（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）
（２）運搬距離 ：片道運搬距離3.6㎞
（３）処理方法 ：再資源化・縮減・最終処分（いずれかを選択）
（４）受入条件 ：含水比８５％を超える



30 その他
22 現場代理人の常駐義務緩和措置

01 現場代理人の常駐義務緩和措置
１　常駐を要しない期間
　現場代理人は、原則として当該工事の着手日から完成届の受理日まで現場に常駐し、運営取締りを行うものとする。ただし、次のいずれかに該当する期間
は、現場常駐を要しない。
（１）契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間
（２）工事を全部または一時中止している期間
（３）上記に掲げる期間のほか、現場において作業が行われていない期間

２　兼務を認める工事の要件
　次の各項のいずれかに該当する場合は、現場の運営取締りに支障がなく、発注者との連絡体制が確保されるとし、現場代理人の兼務を認めるものとする。
ただし、現場条件、施工状況等を勘案し、兼務することが適当でない場合はこの限りでない。
（１）次のアからウのすべてを満たす場合
　　　ア　請負代金額が4,500万円（建築工事は9,000万円）未満であること。
　　　イ　工事場所が留萌市内であること。
　　　ウ　公共工事であること。（他発注機関が兼務を認めている場合に限る。）。
（２）（１）のほか、建設業法施行令第２７条第２項により密接な関係のある工事であり、同一の専任の主任技術者が管理できるとされた工事であること。

３　兼務の条件及び手続方法
（１）現場代理人を兼務する場合は、次の条件を満たさなければならない。
　　　ア　兼務するそれぞれの工事において、確実に連絡が可能となるよう連絡員を定めること。
　　　イ　兼務するそれぞれの工事において、現場代理人としての職務を適切に執行すること。
（２）兼務する工事は原則３件以内とすること。ただし、災害復旧工事については別途協議により決定する。
（３）兼務させようとする場合は、契約締結後に「現場代理人兼務届」（様式は別途指示）を提出すること。
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下水道

　　　殻処分

　　　塩ビ管処分費

- 1 -

管路

        1

摘要

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 有り

        7

        1

　　　

舗装版破砕

　　

m3

事業区分

前回数量

　　　

廃プラ

 5.0km以下

　付帯工



位置図 22-17-72-0572-0

位               置               図位　　　　　　　置　　　　　　　図

00-00-00-0000-026-15-A0-0233-0



位 置 図

工事箇所



工　事　数　量　総　括　表 26-15-A0-0233-0

工事名

工　事　数　量　総　括　表

 

汚水1-4号幹線公共桝設置工事

- 1 -

                                          留萌市



工事数量総括表

式

26-15-A0-0233-0

 

＜        1   m3当たり＞  

数量(今回）

式

箇所

工事数量総括表

        1

(      130)

個

 

 

        1

単位

 

   ます設置

管路

 

        1

数量の増減

        1

 

 

工事区分・工種・種別・細別

箇所

規格

  管路土工

 取付管およびます工

        1

 

 

＜        1   箇所当たり＞

(m3)

床掘り

箇所

＜        1   箇所当たり＞

 

(      130)

 

下水道

  取付管布設・撤去工

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)

鋳鉄製防護蓋

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

式

 

数量(前回）

 

 

        1

既設ます撤去工

 

ｍ３

個

事業区分

 　　　

(m3)

 

  ます設置・撤去工

汚水1-4号幹線公共桝設置工事

ｍ３

        1

 

        1

   (管路掘削)

φ150　　　

- 1 -

 

数量

   ます撤去

単位

   (管路埋戻)

摘要

 

式

 

        2

埋戻し

工事名

現場条件

        6  

＜        1   m3当たり＞

管路

式



ｍ

26-15-A0-0233-0

 

数量(今回）

 

個

 

個

工事数量総括表

＜        1   m3当たり＞

 付帯工

式

 

        1

 

 

 

 

舗装版破砕

単位

ｍ

 

硬質塩化ビニル管（薄肉管）

 

ﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300m

箇所

数量の増減

 

  舗装版破砕工

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

式         3

工事区分・工種・種別・細別 規格

       16

 

 

 

 

殻運搬

 

 

        2

       16

 

＜        1   m3当たり＞  

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

下水道

 

   殻運搬

(　当　初　)

 

　良好　供用日　】

工事区分

       59

        2.3

ｍ３

処分費（t）

ｍ

m3

数量(前回）

        1

メカロック支管取付工

 

既設取付管撤去工

 

- 2 -

 

        1

 

        7

   殻処分

（株）ネオリサイクル】

 

ｍ

事業区分

φ150mm

 

 

 

＜        2   箇所当たり＞

        1

汚水1-4号幹線公共桝設置工事

 

＜        1   ｍ当たり＞

取付管布設工

箇所

＜        1   式当たり＞

        2

 

        1

        7・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

   継手類

 

数量

   取付管布設

単位

【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧ

摘要

　　　

        1

t

 

φ150mm　

m （厚さ150mm以上は中破）　

取付管布設および支管取付工 (市場単価)

 

本管自在継手

式

工事名

 

        1

現場条件

 

m3【ダンプトラック［オンロード

 

   取付管撤去

箇所

管路

0°自在曲管



   (舗装版切断)

       63

26-15-A0-0233-0

 

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

t

(m)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=150mm以下

m2

回

 

 

 

 

        0.3

ｍ２

単位

処分費（t）

【路盤材｜　】【ダンプトラッ

 

式

＜        1   t当たり＞

センター】

数量の増減

        0.23

        1

- 3 -

 

工事区分・工種・種別・細別

＜        1   回当たり＞

規格

t

硬質合成樹脂管、電力・通信光

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=150mm以下

 

 

 

ｍ

 

 

ｍ２

   舗装版破砕

 

廃プラ

 

下水道

ク［オンロード・ディーゼル］

(　当　初　)

再資源化廃棄物受入費

　

工事区分

        1

廃プラ

   凍上抑制層

        1

 

ｍ３

数量(前回）

 

舗装版切断

m3

 

80mm級Co再生骨材、t=300mm　

        1

｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗  

        1.1

   塩ビ管処分運搬費

現場発生品及び支給品運搬

事業区分

ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用冷却水

路盤材費

 

＜      100   m3当たり＞

t

 

 

汚水1-4号幹線公共桝設置工事

(       46)

m2

 

ｹｰﾌﾞﾙ　（株）産業廃棄物処理

 

【廃プラスチック｜硬質ﾌﾟﾗ、

   塩ビ管処分費

＜        1   m当たり＞

費｜１０ｔ積級　良好　供用日

        1

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工

        63

＜        1   m2当たり＞

        0.1

塩ビﾊﾟｲﾌﾟ、硬質ﾋﾞﾆﾙ管、波付

下層路盤（歩道部）

   濁水処理

 

　】

 

数量単位

舗装版破砕

摘要

        1

工事名

 

 

現場条件

＜        1   m2当たり＞

        0.23

 

 

 

 

t

管路



式

- 4 -

26-15-A0-0233-0

 

数量(今回）

率５０％　】【再生アスファル

 

 

40mm級Co再生骨材、t=400mm

工事数量総括表

       43

式

費｜１０ｔ積級　良好　供用日

        0.4

Ａｓ量７．５～９．５％　配合

．５～６．５％　配合率５０％

 

ｍ３

 

   基層(車道・路肩部)

｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗

 

 

 

 

ｍ２配合率５０％　】【再生粗粒度        20

単位

 

ｍ２

物｜Ａｓ量７．５～９．５％　

m2

       63

下層路盤（歩道部）【路盤材｜　】【ダンプトラッ

数量の増減

上層路盤（車道・路肩部）

＜       63   m2当たり＞

 

   上層路盤(車道・路肩部)

＜        1   m2当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

ト安定処理｜Ａｓ量３．５～５

 

アスファルト混合物｜Ａｓ量４

 

m2

 

       43

 

 

 

　】

ｍ２

表層（車道・路肩部）

路盤材費

ｍ２

 

ｍ２

 

下水道

 

表層（車道・路肩部）

上層路盤（車道・路肩部）

        1

(　当　初　)

【再生細粒度アスファルト混合

 仮設工

 

工事区分

生細粒度アスファルト混合物｜

 

数量(前回）

 

再生粗粒度As、t=40mm

 

        1

再生細粒度As、t=30mm

事業区分

 

ク［オンロード・ディーゼル］

       63

 

【再生アスファルト安定処理｜

汚水1-4号幹線公共桝設置工事

   表層(車道・路肩部)

物｜Ａｓ量４．５～６．５％　

【再生粗粒度アスファルト混合 基層（車道・路肩部）

       20

       63

．５％　配合率５０％　】

        1

ｍ２

＜       63   m2当たり＞

 

  工事用道路工

　】

基層（車道・路肩部）

       63  

数量単位

摘要

再生As安定処理、t=50mm

率５０％  車道用　】

       20

ｍ２

工事名

m2

 

 

現場条件

配合率５０％  車道用　】【再

Ａｓ量３．５～５．５％　配合  

   下層路盤(車道部)

m2

＜       63   m2当たり＞

管路

       43



26-15-A0-0233-0

 

 

式

数量(今回）

 

  交通管理工

 

        2

工事数量総括表

式

 

 

＜        1   t当たり＞  

 

敷鉄板賃料

 

単位

 

        6

｜　】

m2

 

式

数量の増減

【積込み荷卸し費（仮設材等）

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板

 

交通誘導警備員Ｂ 人日

直接工事費

 

式

 

 

 

＜       27.87   m2当たり＞

        1

       27.87

 

 共通仮設費

＜        1   人日当たり＞

   (交通誘導警備員B)

(       15)

 

下水道

 

(　当　初　)

＜        1   人日当たり＞

        1

(       15)

工事区分

 

(人日)

 

   (交通誘導警備員A)

数量(前回）

        1

枚

人日

敷鉄板設置・撤去

        1

        2

       27.87

事業区分

仮設材の積込み取卸し費

        1

   敷鉄板

 

交通誘導警備員Ａ

        1

汚水1-4号幹線公共桝設置工事

共通仮設

 

ｔ

(        5)

  運搬費

去 供用日数8日

22×1,524×3,048(mm)設置･撤

敷鉄板5×10　6枚

【敷鉄板賃料｜９０日以内　】

 

数量

(t)

単位

摘要

        1

   (仮設材運搬費)

 

 

- 5 -

式

ｍ２

工事名

 

等

現場条件

ｔ

 

(人日)

管路



26-15-A0-0233-0

数量(今回）

式

工事数量総括表

        1

工事価格

単位

 一般管理費等

式

数量の増減

消費税相当額

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

        1

工事費計

 

下水道(　当　初　)

 現場管理費

        1

工事区分

        1

式

数量(前回）

 共通仮設費（率計上）

        1

- 6 -

事業区分汚水1-4号幹線公共桝設置工事

式

工事原価

共通仮設費

        1

        1

純工事費

数量単位

摘要

式

工事名

        1

現場条件

式

式
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